
 

 

ベ イ ヒ ル ズ Ｓ Ｒ 通 信 

〒221005 横浜市神奈川区栄町 11 KDX横浜ビル 6階  

T E L ：  045-450-6701 （ 平日 9:00 ～ 17:00 ） 

FAX ：  045-450-6706  

 

   

 

 

 

 

 

【今月の一言】 

かねてよりギターを始めたいという子供に根負け

し、ついに我が家にエレキギターがやってきました。

家族全員演奏はおろか、触れたことすらない初心者

中の初心者ですが、開封からチューニングに至るまで

をＹｏｕＴｕｂｅやアプリだけでおこない、なんとか練習

開始までもっていくことができました。 

我流なので、正しくできているかどうかまでは知る

由もなく、もちろん誰かに指導してもらう方が良いに

決まっているのですが、練習用アプリも非常にうまく

できていて、覚えたてのコード一つだけでも曲を弾い

ている気分を味わうことができ、高いモチベーション

で練習することができているようです。お財布にも優

しく、便利になった時代をありがたくかみしめていま

す。投資したからには、一通りサマになるようになる

までは、しっかり練習してほしいものです。 

それでは今月もベイヒルズSR通信をお届けいたし

ます。 （事務員 S） 

注目の「人的資本経営」 

◆盛り上がりをみせている「人的資本経営」 

近年盛り上がりをみせている「人的資本」や「人的

資本経営」のテーマですが、今年の8月30日には内

閣官房から「人的資本可視化指針」が公表され、様々

な媒体で取り上げられているところです。本指針は

上場企業向けに人的資本に関する開示のガイドライ

ンを示したもので、「人材戦略」の在り方について提

言した「人材版伊藤レポート（2020 年 9 月）」「人材

版伊藤レポート 2.0（2022 年 5 月）」と併せて活用

することが想定されています。これらは今後の企業経

営の方向性の参考になるものとして、非上場企業に

とっても無視できない内容となっています。 

◆企業の人的資本の活性度は約 30～40％ 

「人的資本経営」は、経済産業省の定義では「人材

を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出す

ことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営の

あり方」であると示されています。 

株式会社リクルートが企業で働く 10,459 人

を対象に実施した人的資本経営をテーマとした

調査によれば、今の職場が最適な部署配置だと

感じている人、自分の知識やスキル・経験を活か

すようなジョブ・アサインメント（仕事の割り当て）

を実感している人の割合は約30％、現在の仕事

に関する知識やスキル・経験を言語化できる人、

現在の仕事のレベルを高めるために必要な知識

やスキル・経験を理解している人の割合は約

40％という結果だったそうです。 

このような結果からみえる企業の現況は、「人

材の価値を最大限に引き出す」という人的資本

経営からは隔たりのあるものといえるでしょう。 

◆今後の動きにも要注目 

とかく大企業中心と考えられがちな「人的資本

経営」ですが、中小企業でも人材獲得の面などか

ら注目されています。 

8 月には、経済産業省および金融庁がオブザ

ーバーとして参加する、人的資本経営の実践に

関する先進事例の共有、企業間協力に向けた議

論、効果的な情報開示の検討を行う「人的資本経

営コンソーシアム」が設立され、様々な情報が出

されることが予想されます。今後の動きも注視し

ていきたいところです。 

【経済産業省「人的資本経営 ～人材の価値を最

大限に引き出す～」】 

【内閣官房「人的資本可視化指針」】 

【株式会社リクルート「人的資本経営に関する働

く人の意識調査（2022）」】 より 

マイナンバーカードで失業認定手続

が可能に 

◆マイナンバーカードで失業認定手続 

これまで、失業の認定の際には、受給資格決定

時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険

受給資格者証（以下、「受給資格者証」という）等

で、本人確認や処理結果の通知が行われていま

した。 

2022年 10月 1日以降に受給資格決定され

る方について、本人が希望する場合には、マイナ

ンバーカードによる本人認証を活用することで

手続きを完了できるようになりました。 

マイナンバーカードを活用する場合には、受給

資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続

きごとの受給資格者証の持参が不要になります。 

◆対象となる手続きと受給資格者証等 

以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人

認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不

要になりました。 

なお、各種手続の処理結果は、下記（ ）内の受

給資格通知等に印字し、交付されます。 

⚫ 雇用保険受給資格者証 

（雇用保険受給資格通知を交付） 

⚫ 雇用保険高年齢受給資格者証 

（雇用保険高年齢受給資格通知を交付） 

⚫ 雇用保険特例受給資格者証 

（雇用保険特例受給資格通知を交付） 

⚫ 教育訓練給費金および教育訓練支援給付

金受給資格者証 

（教育訓練受給資格通知を交付） 

◆気をつけたい点 

気をつけたい点もあります。マイナンバーカー

ドを活用して失業認定等の手続きを希望した場

合、それ以降は原則として受給資格者証等によ

る手続きに変更することができません。また、本

人認証時のパスワード入力時に 3 回連続で誤入

力するとロックがかかり、パスワード再設定の手

続きが必要です。当該手続をするという方

には、ご案内するとよいでしょう。 

【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認

定手続ができるようになります」】より 

11月の税務と労務の手続 

［提出先･納付先］ 

10日 

 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降採用の労働者がいる場合＞ 

  ［公共職業安定所］ 

15日 

 所得税の予定納税額の減額承認申請書

（10月 31日の現況）の提出 ［税務署］ 

30日 

 個人事業税の納付＜第 2期分＞ 

  ［郵便局または銀行］ 

 所得税の予定納税額の納付 

＜第 2期分＞ ［郵便局または銀行］ 

 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出 ［公共職業安定所］ 

 外国人雇用状況の届出 

（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

  ［公共職業安定所］ 
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